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第１ はじめに 

本書面においては，H 断層系の危険性・問題点を指摘・主張する。 

１ H 断層系とは，浜岡原子力発電所敷地内及びその北側に存在する５条（５本）

の断層である。 

 

図１：H 断層系（地質水平断面図）1 

２ 新規制基準においては，活断層が動いた場合に，建屋が損傷し，内部の機器等

が損傷するおそれがあることから，耐震設計上の重要度 S クラスの建物・構造物

等は，活断層等の露頭がない地盤に設置することを要求している。 

その上で，同基準では，平成２６年５月２０日付原告準備書面１８の２３頁以

下でも述べたとおり，活断層の判断基準として，①将来活動する可能性のある断

層等は，後期更新世以降（約１２～１３万年前以降）の活動が否定できないもの

とし，②必要な場合は中期更新世以降（約４０万年前以降）まで遡って活動性を

                                                  
1 地震・津波に関する意見聴取会（地質・地質構造関係）第５回配布資料「浜岡原子力発電所の

敷地の断層について」１４頁より引用。 
http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/26/2_005/240810.html 
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評価することを要求している。 

 

図２：新規制基準における「活断層」の認定基準2 

３ そのため，H 断層系が上記認定基準における「活断層」に当たるのであれば，

本件原子力発電所が新規制基準の要求を充たさず，当然に稼動が許されないこと

になる。 

第２ 被告の主張 

１ 被告は，その平成２４年２月２９日付準備書面(1)第４章第３の１(4)「敷地内

の断層」（４０頁以下）において，H 断層系の形成原因についてはその形状等に

照らし塑性変形であるとし，①敷地内に御前崎礫層に対比される段丘堆積物が体

積されていること，②断層の形状が H 断層系と類似する敷地付近の３６H０１

断層及び T１１断層は，いずれも御前崎礫層または笠名断層に対比される礫層に

変異を与えていないとして，H 断層系は約８万年前以降における活動はないこと

を確認した旨主張している。 

２ また，被告はそのホームページにおいて，平成２６年６月１８日，「浜岡原子

                                                  
2 「実用発電用原子炉及び核燃料施設等に係る新規制基準について-概要-」（原子力規制委員会ホ

ームページに掲載）１２頁より引用。 
https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/shin_kisei_kijyun.html 
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力発電所敷地内外における地質調査結果について」として，H 断層系についての

調査結果を公表している。3 

第３ 形成原因についての矛盾等 

１ しかしながら，被告の主張する H 断層系の形成原因については，経済産業省

における「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会耐震・構造設計小委

員会地質・地盤ワーキンググループ」においても，出席委員（杉山雄一委員）よ

り疑問・矛盾点の指摘がなされている4。 

２ すなわち，同委員は，浜岡原子力発電所地域の地層の傾斜方向に着目し，「断

層が起こっているところ自体は北へプランジ（傾斜）している」5にも関わらず，

H 断層系が南側（海側）に傾斜していることについて，「堆積盆は南にプランジ

しているけれども，ある局所的な断層があるところは，地層はむしろ北側にプラ

ンジしているわけだから，まず，そこで矛盾している」との指摘をしているので

ある。（甲 B 第５６号証１５頁，甲 B５４号証２９頁） 

第４ T１１断層について 

１ T１１断層とは，浜岡原子力発電所敷地の北側約１５０メートルに位置する断

層（地層のずれ）である。 

T１１断層については，被告は従前から，H 断層系との性状・形状の類似性か

ら H 断層系と同じ系列で同じ時期に形成されたものと評価してきた。 

２ 被告が T１１断層との関連性を主張する理由 

H 断層系については，３号機増設当時の立杭調査の結果，H２断層は海岸部の

沖積層に変位を与えていないことが確認されている。 
                                                  
3 http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3240423_19386.html 
4 平成１９年６月１３日開催第３回ワーキンググループ議事録より。 

http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004367/index.html 
5 平成２７年１月２６日に被告が原子力規制委員会に提出した本件原子力発電所４号機の「発電

用原子炉設置変更許可申請書(4)」6-3-84 頁「3.2.4.2.3 敷地の地質構造」においても「敷地内

には北東-南西方向の緩やかな北東にプランジした向斜軸が存在」とされている。 
http://www.nsr.go.jp/disclosure/law/BWR/150126-1.html 
なお，被告は平成２６年２月１４日に４号機の設置変更許可申請書を提出したが，平成２７年

１月２６日にこれを取下げ，同日，上記申請書を再提出している。 
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そして，この沖積層の堆積年代は，沖積層に含まれる木片や有機質物質を用い

た 14C 年代測定結果によると，10,560±190～11,540±240 年 B.P.であった。 

かかる調査結果により，H 断層系は，少なくともほぼ１万年前以降は活動して

いないものと考えられる。 

このことは，被告が平成２７年１月２７日に原子力規制委員会に提出した本件

原子力発電所４号機の「発電用原子炉設置変更許可申請書」においても説明され

ている。6 

しかしながら，このことは，裏を返せば H 断層系（H-１～H-５）そのものの

調査結果によっては，H 断層系は約１万年前以降は活動していないということし

か明らかにできず，新規制基準はおろか旧基準の要請すら充たさないことになる。 

このことから，被告は，浜岡原子力発電所敷地周辺に存在する３６H０１断層

（白羽断層）や T１１断層を持ち出し，これらの断層と H 断層系との類似性を

もって H 断層系の形成年代がより古いものであると主張しているのである。 

３ T１１断層周辺を不整合に覆う礫層が「笠名礫層相当」といえるか 

(1) 被告は，これまで，「T-１１断層周辺においては，相良層砂岩・泥岩互層を

不整合に覆う礫層の基底面及び不整合面下位の相良層赤色風化帯には変位は

認められない。礫層は比較的広く平坦な基底面を持って分布していることから，

段丘堆積物であると判断され，分布高度，周辺に分布する段丘堆積物との関係

から，笠名礫層に対比されると考えられる。」と説明してきた。7 

                                                  
6 上記「発電用原子炉設置変更許可申請書(4)」6-3-86 頁。 
7 上記「発電用原子炉設置変更許可申請書(4)」6-3-88 頁など。 
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図３：T-１１断層（上段） 露頭スケッチ8 

(2) しかしながら，当該礫層を「笠名礫層に対比される」とする説明は，その位

置関係（下層基盤との関係）に照らし不自然かつ不合理である。 

御前崎市周辺の段丘堆積物についての研究として，杉山雄一ほかによる「静

岡県御前崎地域の段丘堆積物（上部更新統）と更新世後期における地殻変動」

がある。9 

同研究における調査の結果，笠名段丘堆積物（礫層）及び御前崎段丘堆積物

（礫層）について，以下の点が明らかとなっている。（以下，笠名段丘堆積物

につき甲 B 第５７号証４５０～４５１頁及び４５９頁～４６０頁。御前崎段

丘堆積物につき同４５１～４５３頁及び４６０頁。） 

ア 笠名段丘堆積物は，５－８メートル程度の厚さを有する海浜成礫層及び砂

                                                  
8 地震・津波に関する意見聴取会（地質・地質構造関係）第５回配布資料「浜岡原子力発電所の

敷地の断層について」３６頁より引用。 
http://www.nsr.go.jp/archive/nisa/shingikai/800/26/2_005/240810.html 

9 「地質調査月報」Vol.38 No.8(1987)収録。 
https://www.gsj.jp/publications/pub/bull-gsj/geppou38-08.html 
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層からなり，分布域全域にわたって古谷泥層の上に重なっている。 

笠名段丘堆積物は，基底面の高度及び基底面直下の古谷泥層から産出する

植物化石の特徴から，古谷泥層の中-下部の上に不整合に載っていると考え

られる。 

笠名段丘北端の段丘崖直下における同段丘堆積物の基底面高度は標高６

５～６７メートルであり，段丘崖上の牧ノ原面の高度８５～９０メートルよ

り約２０メートル低い。 

したがって，笠名段丘堆積物が堆積を始めた頃には，比高約２０メートル

の海食崖が形成されていたと考えられる。 

同海食崖は，関東地方の段丘面との対比から，約８万年前の小原台海進期

に形成された可能性が高い。 

イ 御前崎段丘堆積物 

本層は森下・中川（１９４９）の白羽礫層及び土（１９６０）の牧ノ原礫

層「白羽相」に相当する。 

調査の範囲では，本層は全ての地域で相良層群を基盤としており，古い段

丘堆積物の上に載る露頭は観察されなかった。 

御前崎段丘堆積物に含まれる礫の岩種としては，砂岩礫が最も多く，チャ

ート礫がこれに次ぐ。笠名段丘と同様に，天竜川に由来したと推定される花

崗岩類，変性岩類及び酸性火山岩の礫も認められる。 

御前崎段丘堆積物の基底面は全体としては平坦であり，断層による後生変

位を除いて著しい谷地形等は認められない。 

また，基底面下の相良層群には，穿孔貝の巣穴が認められる。 

これらの事実から，御前崎段丘堆積物の基底面は笠名断層堆積物，古谷泥

層及び相良層が波食されて形成された波食台と考えられる。 

御前崎段丘北西端の段丘崖直下における同段丘堆積物の基底面高度は標

高３５～３７メートルであり，段丘崖下の笠名面の高度（４６～５０メート
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ル）より１０～１５メートル高い。 

したがって，御前崎段丘堆積物が堆積を始めた頃には，波食台の内縁に比

高１０～１５メートルの海食崖が形成されていたと推定される。 

関東地方の段丘面との対比から，この海食崖は約６万年前の三崎海進期に

形成された可能性が高い。 

(3) 上記のとおり，各段丘堆積物（礫層）の下層基盤については，御前崎段丘堆

積物が全ての地域で相良層群を直接の基盤としているのに対し，笠名段丘堆積

物は分布域全域にわたって古谷泥層の上に重なっている。 

とすると，T１１断層に堆積した礫層は，その直接の下位層を相良層として

いるのであるから，笠名礫層よりはむしろ御前崎礫層に相当するものと見るの

が自然である。（甲 B 第５４号証３２～３４頁。） 

(4) それにも関わらず，被告は，T１１断層に堆積した礫層を「笠名礫層に対比

される」ものと考える旨説明しているが，その理由としては，僅かに「分布高

度，周辺に位置する段丘堆積物との関係」を挙げるのみである。10 

この点については，上述した「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安

部会耐震・構造設計小委員会地質・地盤ワーキンググループ」11内において，

吾妻崇委員より「覆っている方の礫層を笠名断層にした根拠」について質問が

あり，被告担当者は「分布高度と見た目」を中心に，牧ノ原礫層の高度との比

較を踏まえ，判断した旨説明している。 

しかしながら，同委員からは，牧ノ原礫層が海底層ではないこと等を踏まえ

ると，「高度をそこで比べてもあまり意味がない。」「堆積分布が斜向する可能

性もあります」と厳しい指摘がなされているところである。（甲 B 第５５号証

３６頁，甲 B 第５４号証３５頁。） 

                                                  
10上記「発電用原子炉設置変更許可申請書(4)」6-3-88 頁。 
11 平成１９年４月１８日開催第１回ワーキンググループ議事録案（第２回の配布資料）３５頁よ

り。 
http://www.meti.go.jp/committee/materials/g70618cj.html 



- 9 - 
 

また，礫層の外観（見た目）からの判断については，上述した笠名段丘堆積

物と御前崎段丘堆積物に含まれる岩種の類似性に鑑みれば，上記礫層が御前崎

段丘堆積物である可能性を排斥して笠名段丘堆積物と断定できるほどの根拠

となり得るものではない。 

(5) 以上より，T１１断層に堆積する礫層が笠名礫層（相当）であるとする被告

の主張には合理性がなく，これを前提として H 断層系は活断層でない（後期

更新世以降活動していない）とする主張には前提において誤りがある。 

第５ 被告が放射年代測定法による調査を避けていると思われること 

１ 被告は，H 断層系の活動性評価につき，上記のとおり H 断層系と同系列に属

する T１１断層における断層被覆が「笠名断層に対比される」ものであるとして，

T１１断層，ひいては H 断層系は後期更新世以降活動していないと説明してきた。 

しかし，H 断層系の活動性に関し，被告は 14C 年代測定法よりも測定年代範囲

が広い各種放射年代測定を実施・公表していない。 

２ 断層の活動性評価にあたっては，トレンチ調査などで判読された断層変位の痕

跡を残している地層の形成年代を測定することによって，断層運動の時期を特定

する。 

年代測定方法には様々なものがあるが，大きくは２つに分類される。 

１つは，経過時間に応じて増加する放射性元素の崩壊量や痕跡などと測定して

絶対年代を求める方法で，生物が死滅すると体内の放射性炭素が一定の割合で崩

壊していく現象を利用する 14C 年代測定法や，ウランなどが崩壊する際に鉱物中

に残る痕跡を利用するフィッション・トラック年代測定法などがある。 

もう１つは，地質学的編年による方法であり，個々の火山噴火によって降下火

山灰の顕微鏡的形態や化学組成に特性差があることを利用する火山灰層序法，地

質時代によって花粉化石や微化石の属や種に特徴があることを利用する方法，土

器や石器などの考古学的遺物を利用する型（形）式学の方法などがある。（甲 B

第５８号証８６頁。） 
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図：年代測定法の種類12 

３ ESR（電子スピン共鳴）年代測定法による調査・評価が可能と思われること 

ESR（Electron Spin Resonance）とは，電子スピンの磁気共鳴のことであり，

電子そのものの振舞（動作）を観察して，電子の置かれている環境を同定するこ

とで様々な現象を解明する方法である。 

断層の活動時期調査の際に用いる対象試料としては，断層破砕帯，断層粘土，

マイクロナイト，シュードタキライド，断層ガウジなど断層運動によって生成し

た石英を対象とし，対象試料から観測される ESR 信号をもとに活動年代を測定

する。 

ESR 年代測定法は，放射性炭素年代測定法の限界を超える数万～数百万年が

適応範囲とされている。（甲 D 第５９号証） 

４ 本件における H 断層系の活動性評価においても，上記 ESR 年代測定法の適用

は十分考えられ，より詳細な活動年代測定は可能なはずである。 

被告は，本件原子力発電所の地盤の健全性を真摯に評価するのであれば，かか

る調査方法も視野に入れて調査すべきであるが，現在までこのような方法による

                                                  
12 「活断層調査から耐震設計まで」（池田俊雄監修・鹿島出版会発行）８７頁より引用。 
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調査結果を公表しておらず，意図的に絶対年代測定による調査を避けているので

はないかという疑問を持たざるをえない。 

 

以上 


